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特許無効審決（不成立）取消請求事件

（「紙オムツへの吸水剤の使用」発明の進歩性誤認事件）［上］（全２回）

−平成27年（行ケ）第10247号…、平成29年３月16日判決言渡−

　本件訂正発明と甲１発明を対比した結果である相違点の中の相違点１に関し、甲１発明に接した当業
者は、甲１発明に示されている自己架橋型の内部架橋に代えて、あるいは更に加えて、内部架橋剤型の
内部架橋を適用しようとはしないはずであるという理由で、相違点１に係る構成を容易想到することは
困難であるとして、特許無効を不成立とした審決について、審決取消訴訟の判決では、前記相違点１に
ついて、公知例を考慮して検討した結果、当業者が容易に想到し得るものと認められる等として、特許
無効を不成立とした審決を取消した事例である。
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第１　審決が認定した内容及び審決の内容

１　本件訂正発明の要旨
訂正後の本件特許の請求項１の発明（本件訂正発明）の特許請求の範囲の記載を、分節すると以下の

とおりである（下線は、訂正箇所を示す）。
Ａ　吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする、紙オムツへの吸水剤の使用。
Ｂ　２個以上の重合性不飽和基または２個以上の反応性基を有する内部架橋剤を共重合または反応さ

せたポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体からなる吸水性樹脂を含み、
Ｃ　該吸水性樹脂はその表面近傍が前記ポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体のカルボキシ

ル基と反応し得る表面架橋剤でさらに架橋処理されてなるものであり、かつ、
Ｄ　該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001〜10重量部の配合割合で、ジエチレントリアミンペンタ酢酸、

トリエチレンテトラアミンヘキサ酢酸およびこれらの塩の中から選ばれるイオン封鎖剤が配合され
てなる、

Ｅ　吸水剤。
２　審決理由の要点
（１） 無効事由１及び２（進歩性欠如）について

ア　甲１（特開平８－337726号公報）発明は、次のとおりである。
　「アクリル酸又はアクリル酸アルカリ金属塩等の水溶性ビニルモノマーに対して、重合開始剤とし

て0.03〜0.4重量％の量の過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムなどの過硫酸塩を使用して重合し
た後に、ポリビニル化合物以外の架橋剤を生成ポリマーに対して0.001〜１重量％の範囲で添加反
応させることによって得られた中和度が40〜90モル％であるポリアクリル酸塩架橋体の重合工程
後、キレート化合物をポリアクリル酸塩架橋体100重量部に対し0.001〜10重量％の量で添加するこ
とによって製造された、下記要件（１）〜（３）を具備する高吸水性樹脂の、幼児用、大人用若し
くは失禁者用使い捨ておむつにおける吸収体への使用。

（１）生理食塩水中30分膨潤後の遠心脱水法による吸水量が35ｇ／ｇ以上である。
（２）生理食塩水中15時間膨潤後の可溶分ポリマー量が高吸水性樹脂量に対して20重量％以下であ 
る。

（３）Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムを0.05重量％溶解させた生理食塩水中15時間膨潤後の可溶分
ポリマー量が高吸水性樹脂量に対して20重量％以下である。」

イ　一致点の認定
本件訂正発明と甲１発明を対比すると、次の点で一致する。

「吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする、紙オムツへの吸水剤の使用。ポリアクリ
ル酸ナトリウム塩部分中和物からなる吸水性樹脂を含み該吸水性樹脂は架橋剤で架橋処理されて
なるものであり、かつ、該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001〔判決注・「0.001」の誤記と認められ
る。〕〜10重量部の配合割合でイオン封鎖剤が配合されてなる、吸水剤。」

ウ　相違点の認定
本件訂正発明と甲１発明とを対比すると、次の点が相違する。

（ア） 相違点１
架橋剤で架橋処理される前の対象物であるポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物について、

本件訂正発明は、「架橋体」からなり「２個以上の重合性不飽和基または２個以上の反応性基を
有する内部架橋剤を共重合または反応させた」ものであるのに対し、甲１発明は、「アクリル酸
又はアクリル酸アルカリ金属塩等の水溶性ビニルモノマーに対して、重合開始剤として0.03〜
0.4重量％の量の過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムなどの過硫酸塩を使用して重合し」て得


